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「困ったなぁ、どうしよう…」
　　　「誰か手助けしてくれないかな」

そんなときは  ひとりで抱えず  すぐにお電話を

1

　児童の預りや付き添いが必要な
場合などにご利用ください。
■利用料

※１時間未満は１時間分の利用料。
■利用申込先
　㈳美郷町シルバー人材センター

　　☎0187（84）0307

シルバー人材センター

１時間　770円

　買い物や家事、 薬の受け取りな
どを“おたすけマン”が手伝います。
■利用料
　30分で300円を目安にしていま
すが内容によって金額が異なりま
す。詳しくはお問い合わせ下さい。
※駐車料金は別途請求します。
■利用申込受付時間
　平日9：00～ 17：00
■利用申込先
　美郷町社会福祉協議会

　　☎0187（85）2294

「ちょっと手伝って～ !」

　一時的に保育が必要な乳幼児を
町内の認定子ども園で保育します。
■利用料

「一時保育を利用したい」
　仕事などで放課後の家庭に保護
者がいない場合に学童保育を行い
ます。
■対象　小学校３年生までの児童
■利用料　月額3,000円
■申込先　教育委員会幼児教育課
　　　　　☎0187（84）1112

「放課後、家に誰もいない」

　電話では相談しにくい悩みごと
は、お近くに住む民生委員・児童
委員にご相談ください。
　民生委員・児童委員は地域の子
どもたちが元気に安心して暮らせ
るように、子どもたちを見守り、
子育ての不安や妊娠中の心配ごと
などの相談・支援等を行っていま
す。

「電話じゃ相談しにくい…」
　

　子どもと生活していくうえで抱
える様々な問題の解決のお手伝い
をします。育児不安や健康、虐待、
いじめ、不登校、非行、気になる
性格行動など、悩んでいることが
あったら一人で抱えずに相談して
ください。
■連絡先
　　福祉保健課福祉班

　　☎0187（84）4907
　　美郷町保健センター

　　☎0187（84）4900
　　秋田県南福祉事務所

　　☎0182（32）3294
　　秋田県南児童相談所

　　☎0182（32）0500
■夜間・休日の緊急相談窓口
　　美郷町役場  ☎0187（84）1111
　　秋田県中央児童相談所

　　☎018（862）7311

「誰かに相談したい…」

　秋田県南児童相談所では巡回児
童相談を行っています。希望する
場合は事前の申し込みが必要です。
■実施日（全て木曜日）

■相談時間
　①午前10時～　②午後１時～
　③午後３時～　のいずれか
■会場　秋田県仙北地域振興局
■申込先　福祉保健課福祉班

☎0187（84）4907

巡回児童相談　実施中

・４時間未満　750円
・４時間以上1,500円
※給食代　　 250円

生後２カ月
～

３歳未満児

■申込先
　教育委員会幼児教育課
　　　　　　　☎0187（84）1112

・４時間未満　400円
・４時間以上　800円
※給食代　　 230円

３歳以上児
～
就学前

　福祉保健課の窓口で子育て中のご家庭に「あきた子育てふれあい
カード」を配布しています。協賛店で「あきた子育てふれあいカー
ド」を提示すると、そのお店が独自に設定した
サービスを受けることができます。協賛店には
“協賛店ステッカー”がはってありますので目
印にしてください。 
問●福祉保健課福祉班　☎0187（84）4907

ご利用ください
“あきた子育てふれあいカード”

　離婚や死別によるひとり親の家庭や、病気やけが
のため身体や精神に障がいがある父親また母親を持
つ家庭で、18歳に達した日以後最初の３月31日ま
での児童を養育している方に手当が支給されます。
問●福祉保健課福祉班　☎0187（84）4907

　母子家庭や父子家庭のお子さんが健やかに成長
し、安定した生活ができるように次のような制度
があります。

2 　精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養
育する父母または父母に代わってその児童を養育し
ている人に対して手当が支給されます。
　ただし、児童が福祉施設等に入所している場合や
障がいを理由に公的年金を受けることができる場合
は支給されません。
問●福祉保健課福祉班　☎0187（84）4907

児童扶養手当制度

特別児童扶養手当制度

4 　幼稚園・保育園の保育料を減免・助成します。
■対象者　幼稚園児・保育園児をもつひとり親家庭
　　　　　で前年度の所得税が1,500円未満の方
問●教育委員会幼児教育課　☎0187（84）1112

5 　小中学生の教育に係る経費を援助します。
■対象者　　小・中学生を持つ保護者で、生活保護
　　　　　　を受けている、またはそれに準ずる程
　　　　　　度に生活困難と認められた方
■援助内容　学用品費、通学用品費、校外活動費、
　　　　　　修学旅行費、学校給食費など
問●教育委員会学務課　☎0187（84）4914

3 　医療費の自己負担分を助成します。健康保険証と
一緒に「福祉医療費受給者証（マル福カード）」を
医療機関の窓口へ提出してください。
■対象者　・母子家庭または両親のいない児童
　　　　　・父子家庭の児童
　　　　　（いずれも18歳に達した日以後最初の３
　　　　　　月31日まで　※所得制限あり）
問●福祉保健課医療保険班　☎0187（84）4907

ひとり親になったら

保育料減免制度

福祉医療制度

就学援助制度
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い■主任児童委員　山田重悦さん（野際）

広報美郷平成22年10月 45 広報美郷 平成22年10月


